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法
政
史
学

第
三
十
五
号

漢

貌

時

代

の

皇

太

后

lま

め

じ

中
国
古
代
の
国
家
構
造
を
理
解
す
る
上
に
は
皇
帝
権
力
の
解
明
が
重
要
な

課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
従
来
か
ら
数
多
く
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い

(
l〉

る
。
特
に
尾
形
勇
氏
は
、
日
下
の
皇
帝
に
対
す
る
「
臣
某
」
形
式
と
同
時

に
、
皇
帝
の
天
地
・
宗
廟
に
対
す
る
「
匝
某
」
形
式
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、

皇
帝
と
直
下
と
の
関
係
は
、

天
地
・

宗
廟
と
皇
帝
の
そ
れ
に
比
す
べ
き
も
の

で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
一
元
的
・
絶
対
的
支
配
体

(
2〉

制
が
確
立
さ
れ
た
、
と
い
う
如
く
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
皇
帝
と
皇
太
后
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
席
次
面
か
ら
考
察
し

(
3〉

た
前
稿
に
よ
れ
ば
、
皇
太
后
は
私
的
場
而
に
お
い
て
も
公
的
場
面
(
「
臨
朝
称

制
」
時
)
に
お
い
て
も
良
帝
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ

皇
帝
の
上
位
に
位
置
し
て
い
た
、
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
、
皇
帝
が
支
配
体

制
の
頂
点
に
立
つ
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
尾
形
氏
の
理
解
に
若
干
の

疑
問
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
稿
で
は
席
次
商
か

ら
考
察
を
進
め
た
た
め
、

皇
帝
と
皇
太
后
と
の
具
体
的
関
係
に
つ
い
て
論
述

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は

皇
帝
と
皇
太
后
と
の
関

四

岡

トL-.

Zζ 

勇

係
、
特
に
皇
太
后
に
属
す
る
権
限
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
「
陥
朝
称
制
」
時
は
阜
太
后
も
皇
情
と
同
様
に
機
能
し
、

皇
太
后

間
有
の
権
限
と
区
別
し
が
た
い
の
で
、
こ
の
時
期
を
考
察
の
対
象
か
ら
出
来

る
だ
け
除
外
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

中
国
古
代
の
国
家
内
に
お
い
て
以
下
が
皇
帝
へ
の
上
書
に
「
臣
某
」
形
式

を
採
り
、
ま
た
皇
帝
に
対
す
る
民
下
の
自
称
は
「
称
臣
」
す
べ
き
で
あ
っ
た

(
4〉

こ
と
に
つ
い
て
は
尾
形
氏
に
よ
り
す
で
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
後

漢
書
一
一
廿
皇
后
紀
に

皇
后
之
骨
、
興
股
同
穂
、
承
宗
・
期
、
母
天
下
。

と
あ
り
、
ま
た
、
漢
書
以
河
川
外
戚
伝
に
は
廃
后
時
の
策
と
し
て

(
武
帝
)
使
有
司
賜
(
隙
)
皇
后
策
日
、
皇
后
失
序
、
惑
於
亙
祝
、
不

可
以
承
天
命
。

ハ
5
)

と
あ
り
、

皇
帝
と
「
肉
体
」
で
ま
た
「
天
命
」
を
受
け
る
皇
后
に
対
し
て
臣

下
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

皇
后
は
政

治
の
舞
台
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
わ
す
こ
と
が
な
い
た
め
、
臣
下
の
皇
后
へ
の
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上
書
等
は
管
見
に
よ
る
限
り
見
ら
れ
な
い
が
、
た
だ
後
漢
書
持
ト
ム
皇
后
紀
に
、

馬
皇
后
の
幼
時
に
そ
の
人
相
を
見
た
相
者
の
言
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

 

後
又
呼
相
者
使
山
諸
女
、
見
(
馬
皇
)
后
大
驚
目
、
我
必
魚
此
女
格

m。

(
6

)

A

E

L

 

と
あ
り
、
ま
た
漢
書
畑
山
口
王
奔
伝
に
は
漢
王
朝
基
奪
の
前
段
階
と
し
て
仮
県

帝
と
な
っ
た
王
奔
の
執
る
べ
き
行
動
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

 

其
朝
見
太
皇
太
后
・
帝
阜
后
、
皆
復
臣
節
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
と
等
し
く
皇
后
に
対
し
て
も
臣
下
は
「
称
匝
」
し
、

上
書
に
も
「
臣
某
」
形
式
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
晋
書
唯
一一

礼
芯
下
の
太
寧
三
年
(
三
二
五
)
一
ニ
月
の
条
に

笑
巳
、
詔
日
:
:
:
漢
焼
以
来
、
体
山
市
爪
儲
武

(
H
皇
太
子
)
、
使
官
層
構

臣、

朝
匝
戚
奔
:
:
:

と
あ
り
、
東
宮
の
官
属
は
忠
太
子
に
対
し
て
「
称
臣
」
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
通
典
治
礼
典
二
六
上
表
称
太
子
名
議
の
泰
元
十
九
年
(
三
九
四
)
七
月

の
条
に義

興
太
子
補
爽
上
表
構
太
子
名
、
:
:
:
太
子
難
関
之
儲
武
、
猫
同
於
日

方ア

と
あ
り
、
こ
れ
は
東
背
時
代
の
記
事
で
は
あ
る
が
、

皇
帝
に
対
し
て
は
県
太

子
も
一
般
臣
下
と
同
様
出
刈
に
述
な
る
の
で
あ
り
、

背
書
J

官
一
一
礼
志
下
に

漢
貌
故
事
、

皇
太
子
構
阿
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
太
子
は
皇
帝
に
は
も
ち
ろ
ん
、
皇
后
に
対
し
て
も

「
称
臣
」
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
続
漢
書
礼
儀
正
中
、
拝
王
公
の
劉
昭
注
所
引
の
立
后
の
記
事
に

皇
后
初
剖
位
章
徳
殿
、
太
尉
使
持
節
半
璽
綬
、
天
子
臨
軒
、
百
官
陪
位
。

皇
后
北
而
、
太
尉
住
蓋
下
、
東
向
、

宗
正

・
大
長
秋
西
向
。
宗
正
一
一讃策

漢
親
時
代
の
皇
太
后
(
附
安
〉

0

0

0

0

0

0

 

文
畢
、
皇
后
拝
、
稿
臣
妾
。

と
あ
る
よ
う
に
、

皇
帝
の
「
同
体
」
と
し
て
皇
太
子
以
下
の
臣
下
か
ら
「
称

川
」
さ
れ
て
い
た
皇
后
も
、

県
帝
に
対
し
て
は
「
称
妾
」
(
「
称
臣
」
の
女
性

形
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
史
記
鳩
九
劉
敬
列
伝

o
 

目
前
日
夜
泣
目
、
妾
唯
太
子
・
一
女
、
奈
何
奔
之
旬
奴
。

と
あ
り
、
三
国
志
巻
五
一
魂
書
后
妃
伝
所
載
の
説
書
に

有
司
奏
建
秋
宮
、
(
文
)
帝
璽
書
迎
(
甑
皇
)
后
、
詣
行
在
所
、
后
上

。

表
日
、
妾
問
先
代
之
興
、
所
以
饗
園
久
長
、
垂
一昨
後
嗣
、
無
不
由
后
妃

高。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

白川
后
は
皇
帝
に
対
し
て
「
妾
」
と
自
称
し
て
い
た

(7
)
 

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
「
称
臣
」
形
式
は
最
終
的
に
皇
帝
へ
と

限
定
集
中
し
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
「
称
臣
」
形
式
は
、

目
下
(
特
に
東
宮
の
臣
)
が
皇
帝
・
皇
后
・
皇
太
子
の
全
て
に
「
称
臣
」
し

た
の
に
対
し
、

皇
太
子
は
皇
帝
・
阜
后
に
「
称
臣
」
し
、

皇
后
は
皇
帝
の
み

に
「
称
妾
」
し
た
と
い
う
よ
う
に
、

層
国底
的
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
注
意
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

層
畳
的
構
造
を
も
っ
こ

の
「
称
日
」
形
式
は
、
秦
の
始
皇
帝
以
来
「
朕
」
と
称
し
得
る
唯
一
無
二
の

(8
J
 

m帝
が
、
「
称
匝
」
形
式
を
通
し
て
一
元
的
支
配
体
制
を
形
成
し
よ
う
と
し

た
意
凶
と
は
別
に
新
た
な
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

(
9
)
 

は
県
太
后
の
存
在
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
層
畳
的
構
造
を
も
っ
「
称
臣
」
形
式
か
ら
は
、
〔
現
〕

皇

帝
の
死
去
に
よ
り
皇
太
子
が
〔
新
〕

虫
帝
と
な
る
と
き
、
〔
現
〕
皇
后
は
皇

一
五
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法
政
史
学

第
三
十
五
号

太
后
と
な
っ
て
〔
新
〕
皇
帝
の
上
位
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
凶
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
図
一
か
ら
図
ニ
へ
の

移
行
と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
皇
太
后
が
皇

帝
の
上
位
に
置
か
れ
る
と
い
う
推
測
は
、
皇
帝
の
皇
太
后
に
対
す
る
「
称

厄
」
と
い
う
事
例
が
史
料
に
存
在
す
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
史
記
巻
九
日
太
后
本
紀
に
は
、

呂
后
が
戚
夫
人
の
手
足
を
切
断
し
、

耳
を
焼
き
と
り
、
目
を
取
り
出
し
て
こ
れ
を
「
人
食
」
と
称
し
て
恵
帝
に
見

せ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て

。
。
。
。
。

(
恵
帝
)
使
人
請
太
后
円
、
此
非
人
所
潟
、
臣
信
用
太
后
子
、
終
不
能
治

天
下
。

と
あ
り
史
記
惜
五
緯
侯
周
勃
計
一
家
に
は、

景
帝
の
皇
后
王
氏
の
兄
王
信
の
封

侯
に
つ
い
て

賢
太
后
目
、

向
上后
兄
王
信
可
侯
也
。
景
帝
譲
目
、
始
南
皮
・
章
武
侯
先

0

0

0

0

0

0

0

 

帝
不
侯
、
及
臣
即
位
乃
侯
之
、
信
未
得
封
也
。

と
あ
り
、
史
記
明
十
細
腕
其
武
安
侯
列
伝
に
は
、
寅
太
后
の
従
兄
子
の

寅
嬰
に

対
す
る
丞
相
任
官
に
つ
い
て

桃
侯
免
相
、
貫
太
后
敷
言
説
其
侯
(
貫
嬰
)
。
孝
景
帝
日
、
ム
川
島
野
川
町

0

0

0

0

 

潟
臣
有
愛
、
不
相
貌
其
。

と
あ
り
史
記
鳩
同
一
外
戚
世
家
に
は
、
王
太
后
が
民
間
に
あ
る
時
生
ん
だ
娘
を

武
晴
が
捜
し
出
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て

(
王
)
太
后
円
、
(
武
)
帝
倦
突
、
何
従
来
。
帝
国
、
今
者
至
長
陵
得

。。
匝
姉
、
輿
倶
来
。

と
あ
り
、
ま
た
後
漢
書
拾
い
」
宝
后
紀
に
は
、

に
つ
い
て

馬
太
后
の
兄
弟
に
対
す
る
封
侯

一
六

図

ネ才、

ヨえ

后

事ホ

臣

臣

図
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建
初
元
年
、
(
章
)
帝
欲
封
爵
諸
男
、
(
馬
〉
太
后
不
聴
。
:
:
:
(
帝
〉

復
重
請
目
、
漢
興
、
男
氏
之
封
侯
、
猶
皇
子
之
烏
王
也
。
太
后
誠
存
謙

。

。

虚
、
奈
何
令
臣
濁
不
加
恩
三
男
乎
。
:
:
:
使
臣
長
抱
刻
骨
之
恨
。

と
あ
り
、
皇
帝
が
皇
太
后
に
対
し
て
「
称
臣
」
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
臣
下
に
対
す
る
皇
帝
の
自
称
に
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
「
朕

・
吾
・
我
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
前
掲
後
漢
書
世
占
皇
后
紀
に

。

(
馬
〉
太
后
報
公
早
帝
〉
日
、
吾
反
覆
念
之
、
思
令
雨
善
。

と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
皇
帝
が
皇
太
后
に
対
し
て
「
称
臣
」
す
る
場

合
に
皇
太
后
は
「
称
五
日
・
我
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
皇
太
后
が
皇
帝
に

「
称
妾
」
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
皇
太
后
に
よ
る
「
臨
朝

称
制
」
の
場
合
に
は
、
後
漢
書
巻
四
蕩
帝
紀
延
平
元
年
ハ
一

O
六
〉
五
月
の

条
に

辛
卯
、

皇
太
后
詔
円
、

皇
帝
幼
州
、
承
統
鴻
業
、
股
且
樺
佐
助
聴
政
、

競
競
寅
畏
、
不
知
所
済
。

(
印
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
后
も
「
朕
」
と
称
し
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

皇
帝
を
頂
点
と
す
る
一
元
的
支
配
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き

「
称
臣
」
形
式
も
、
そ
の
構
造
が
層
畳
的
で
あ
る
た
め
、
皇
后
に
「
称
臣
」

す
る
皇
太
子
が
皇
帝
位
に
即
く
と
、
同
時
に
皇
后
も
皇
太
后
と
な
る
か
ら
、

両
者
間
の
「
称
臣
」
関
係
は
以
前
と
変
る
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
皇
太
后
が
存
在
す
る
と
き
「
称
臣
」
形
式
の
頂
点
は

皇
帝
か
ら
皇
太
后
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
が
一
般
臣
下
に
対
す
る
皇
帝
の
一
元
的
支
配
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
称
臣
」
形
式
の
構
造
上
皇
帝
の
「
称
臣
」
も

あ
り
得
る
わ
け
で
、
現
実
世
界
に
お
い
て
は
こ
の
皇
太
后
に
対
す
る
「
称

漢
貌
時
代
の
皇
太
后
(
岡
安
)

ハロ)

巨
」
で
あ
り
、
祭
犯
に
お
い
て
は
上
帝
に
対
す
る
「
臣
某
」
と
い
う
形
で
表

而
化
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
す
る
と
白
川太
后
は
県
帝
に
よ
る
一
元
的
支
配
体
制
か
ら
独
立

し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
帝
と
は
別
に
、
皇
太

后
も
独
自
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
誤
り
と
は
言
え
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
か
ら
'
平
一
太
后
の
所
持
す
る
権
限
に
つ
い
て
具

体
的
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

奈
の
始
皇
帝
は
周
の
封
建
制
度
を
排
し
て
皇
帝
に
よ
る
絶
対
的
支
配
体
制

を
敷
い
た
が
、
つ
ぎ
の
前
漢
は
そ
の
建
国
の
事
情
か
ら
、
漢
初
に
は
異
姓
の

話
侠
王
が
存
在
し
、
同
姓
の
者
も
帝
国
の
藩
扉
と
し
て
地
方
に
封
建
さ
れ
て

(ロ)

い
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
史
記
巻
九
日
太
后
本
紀
に
は

太
后
稿
制
、
議
欲
立
諸
日
馬
玉
、
問
右
丞
相
王
陵
。
王
陵
日
、
高
帝
刑

白
馬
盟
日
、
非
劉
氏
而
王
、
天
下
共
撃
之
。
今
王
呂
氏
、
非
約
也
。
太

后
不
説
。

と
あ
り
、
高
祖
と
大
臣
た
ち
と
の
間
で
右
の
よ
う
な
約
が
と
り
か
わ
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
異
姓
の
諸
侯
王
の
出
現
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
既

〈日〉

存
の
異
姓
の
八
王
国
も
長
沙
国
を
除
い
た
七
王
国
は
高
祖
の
十
一
年
(
前
一

九
六
)
ま
で
に
、
す
べ
て
そ
の
領
地
を
奪
わ
れ
、
以
後
王
国
封
建
は
劉
氏
一

朕
の
特
権
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
祖
の
あ
と
恵
帝
の
皇
太
后

(M
)
 

と
な
っ
た
呂
太
后
は
恵
帝
の
死
後
自
ら
「
臨
朝
称
制
」
し
て
政
権
を
掌
る
と
、

日
氏
一
放
へ
の
封
建
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
高
祖
の
約
を

七
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盾
に
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
が
前
掲
史
記
目
太
后
本
紀
の
王
陵
で
あ
る
が
、

同
じ
く
呂
太
后
本
紀
に

ハ
太
后
)
問
左
丞
相
陳
平
・
緯
侯
周
勃
。
勃
等
割
目
、
高
帝
定
天
下
、

王
子
弟
、
今
太
后
格
制
、
王
昆
弟
諸
目
、
無
所
不
可
。
太
后
喜
、
罷

朝。

と
あ
り
、
陳
平
・
周
勃
は
社
稜
を
全
う
す
る
一
時
の
便
法
と
し
て
皇
太
后
一

族
の
封
建
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
日
太
后
は
呂
氏
一
族
を
列
侯
に
も
取
り
立
て
る
の
で
あ
る

が
、
前
掲
の
高
禍
の
約
を
よ
り
完
全
な
形
で
残
し
て
い
る
史
記
惜
五
周
勃
世

家
に

(
周
)
亜
夫
目
、
高
帝
約
非
劉
氏
不
得
玉
、
非
有
功
不
得
侯
。
不
如
約
、

天
下
共
撃
之
。

と
あ
り
、
功
績
の
無
い
者
は
列
侯
に
な
れ
な
い
と
い
う
高
祖
の
約
を
も
破

り
、
こ
こ
に
高
祖
の
約
は
事
実
上
そ
の
効
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
こ
う
し
て
、
日
太
后
は
「
臨
朝
称
制
」
す
る
こ
と
で
は
や
く
も
高
祖
の
約

を
破
っ
て
皇
太
后
一
脹
の
封
建
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
以

後
の
皇
太
后
も
高
祖
の
約
に
復
す
る
こ
と
な
く
、
呂
太
后
の
例
に
倣
っ
て
一

族
封
建
を
踏
襲
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
漢
書
唯
一
外
戚
恩
沢
侯

表
に
よ
れ
ば
、
皇
太
后
の
一
脹
と
い
う
理
由
で
列
侯
と
な
っ
た
者
は
、
日
太

后
期
四
人
、
貿
太
后
期
二
人
、
王
太
后
(
武
帝
の
母
)
期
二
人
、
上
官
太
后

期
一
人
、
王
太
后
(
宜
帝
の白
石
川
)
期
六
人
、
王
太
后
(
成
帝
の
母
〉
期
二

人
と
い
う
如
く
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
呂
太
后
の
行

な
っ
た
皇
太
后
一
肢
の
対
建
が
、
後
に
は
皇
太
后
の
既
得
の
権
限
と
見
倣
さ

j¥ 

れ
た
た
め
に
起
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
皇
太
后
は
皇
后
一
族
の
封
建
も
皇
帝
に
認
め
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
史
記
時
五
周
勃
世
家
に

貫
太
后
目
、
皇
后
兄
王
信
可
侯
也
。
景
帝
譲
目
、
始
南
皮
・
章
武
侯
先

帝
不
侯
、
及
臣
即
位
乃
侯
之
。
信
未
得
封
也
。
賓
太
后
日
:
:
:
帝
趣
侯

信
也
。
景
帝
目
、
請
得
輿
丞
相
議
之
。

と
あ
り
、
賓
太
后
は
景
帝
の
皇
后
王
氏
の
児
玉
信
の
封
侯
を
景
帝
に
求
め
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
し
た
よ
う
に
高
祖
の
約
を
持
ち
出
し
、

ま
た
「
今
信
雄
皇
后
兄
、
無
功
、
侯
之
、
非
約
也
」
(
同
世
家
)
と
指
摘
し

た
丞
相
周
車
夫
に
よ
っ
て
費
太
后
の
要
求
は
い
っ
た
ん
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
周
亜
夫
が
罪
に
抵
っ
て
死
亡
す
る
と
ま
も
な
く
、
王
信
は
蓋
侯
に
封

ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
件
を
前
例
と
し
て
、
以
後
皇
后
一
族

の
封
侯
も
踏
襲
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
皇
帝
政
治
へ
の
皇
太
后
の

介
入
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
皇
太
后
・
県
后
一
族
に
対
す
る
封
侯
は
後
漢
・
貌
を
通
し
て
も
絶

え
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
て
い
に
一
市
特
に
前
掲
後
漢
書
竺
皇
后
紀
に

述
初
元
年
、
(
章
帝
)
欲
封
爵
諸
男
、
(
馬
)
太
后
不
聴
。
明
年
夏
、
大

。
。
。
。

早
、
言
事
者
以
局
不
封
外
戚
之
故
、
有
司
因
此
上
奏
、
宜
依
蓄
典
。

と
あ
り
、
ま
た

帝
省
詔
悲
歎
、
復
重
請
(
太
后
)
目
、
漢
興
、
男
氏
之
封
侯
、
猫
皇
子

之
潟
王
也
。

(
日
)

と
あ
る
よ
う
に
、

皇
太
市
・
皇
后
一
族
の
封
侯
は
後
漢
章
帝
期
ま
で
に
制
度

化
さ
れ
、
劉
氏
一
族
の
封
建
と
同
等
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
前
漢
建
国
の
は
じ
め
高
祖
と
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大
臣
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
約
|
|
』
諸
侯
王
を
劉
氏
一
族
に
限
定
し
、

功
績
の
な
い
者
は
列
侯
と
し
な
い
ー
ー
は
日
太
后
が
呂
氏
一
族
を
封
建
す
る

こ
と
で
実
質
的
に
破
棄
さ
れ
、
以
後
の
皇
帝
は
高
祖
の
約
を
復
元
す
る
こ
と

(
口
)

が
で
き
ず
、
皇
太
后
一
族
の
封
侯
を
認
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
後
漢
で
は
皇

太
后
一
族
の
封
侯
は
前
代
の
「
旧
典
」
と
し
て
制
度
化
し
て
理
解
さ
れ
る
ま

で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
皇
后
一
族
に
対
す
る
封
侯
は
、
前
漢
の
景
帝
時
代
の
賓
太
后
に
よ

っ
て
創
設
さ
れ
、
そ
の
後
は
皇
太
后
一
族
の
封
侯
と
同
様
踏
襲
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、

皇
太
后
・

皇
后

一
族
の
い
わ
ゆ
る
外
戚
の
封
侯

は、

漢
書
外
戚
恩
沢
侯
表
の
名
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
皇
帝
の
恩
恵
に
よ
っ

(
M
m
)
 

て
賜
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

皇
太
后
の
権
限
に
よ
っ
て
創
設
し
継
京
さ

れ
、
ま
た
は
皇
帝
に
迫
っ
て
認
め
さ
せ
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理

解
で
き
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
皇
帝
の
支
配
体
制
に
対

す
る
皇
太
后
の
関
与
・
介
入
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
章
で
は
皇
太
后
の
政
治
へ
の
関
与

・
介
入
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
そ

れ
は
政
治
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
外
戚
へ
の
封
侯
と
い
う
利
益
獲

得
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
本
章
で
も
前
章
に
引
続
き
、
皇
帝

の
支
配
体
制
下
に
あ
る
外
戚
及
び
宗
室
へ
の
皇
太
后
の
介
入
問
題
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

後
漢
書
持
廿
皇
后
(
馬
氏
)
紀
に
は

其
外
親
有
素
義
行
者
、
親
鰻
借
混
言
、

賞
以
財
位
。
如
有
織
介
、
則
先

漢
貌
時
代
の
皇
太
后
(
岡
安
〉

見
巌
惜
之
色
、
然
後
加
諸
。
其
美
車
服
不
軌
法
度
者
、
便
絶
属
籍
、
遺

鯖
出
里
。

と
あ
り
、

馬
太
后
が
一
族
の
者
に
賞
罰
を
示
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
そ
の
中

か
ぎ

に
「
車
服
を
美
り
、
法
度
に
軌
わ
ざ
る
者
は
一
族
の
属
籍
か
ら
絶
縁
し
て
郷

里
に
帰
さ
せ
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
「
属
籍
」
に
関
し
て
後
漢
書

弛廿
皇
后
(
郵
氏
)
紀
に
は

(
郵
〉
康
以
(
郵
)
太
后
久
臨
朝
政
、
心
懐
畏
健
、
託
病
不
朝
。
太
后

使
内
人
間
之
。
:
:
:
所
使
者
乃
康
家
先
牌
:
:
:
康
問
、
話
之
日
、
汝
我

家
出
、
爾
敢
繭
邪
。
牌
怒
、
還
説
康
詐
疾
而
言
不
遜
。
太
后
途
免
康

官
、
遺
蹄
園
、
絶
属
籍
。

と
あ
り
、
実
際
に
皇
太
后
一

族
の
一
員
が
皇
太
后
に
よ
っ
て
一
族
の
戸
籍
か

ら
除
名
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
が
、
後
漢
書
巻
六
順
帝
紀
永
建
元
年
(
一
二
六
)

正
月
の
条
に

叩
寅
、
詔
臼
:
:
:
宗
室
以
罪
絶
、
皆
復
属
籍
。

と
あ
り
、
皇
帝
が
宗
室
の
戸
籍
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
皇
太

町
も
一
族
の
戸
籍
を
掌
中
に
収
め
る
こ
と
で
一
族
を
自
己
の
管
轄
下
に
置
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
前
章
に
よ
れ
ば
、

皇
太
后
は
外
戚
の
利
益
獲
得
の
た
め
に
は
た
ら

い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
外
戚
一
族
を
自
己
の
支
配
下
に
置
く
と
言
う
の
も
、

皇
太
后
が
一
族
保
護
を
目
的
と
し
て
行
な
っ
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢

書
弛
tr
皇
后
(
郵
氏
)
紀
に
部
太
后
が
外
戚
の
専
横
を
戒
し
め
て

自
是
親
層
犯
罪
、
無
所
俵
貸
。

と
あ
り
、

皇
太
后
は
一
族
の
者
が
罪
を
犯
し
て
も
、
そ
の
罪
を
減
免
す
る
こ

と
は
し
な
い
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
三
国
+芯巻
五
貌
書
后
妃
伝
所

九
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載
の
説
書
に

(
下
)
太
后
毎
見
外
親
、
不
懐
以
顔
色
、
常
言
:
:
:
不
能
自
境
局
者
、

有
犯
科
禁
者
、
吾
且
能
加
罪
一
等
耳
。

と
あ
り
、
一
族
の
内
で
者
恋
に
流
れ
、
法
を
犯
す
者
は
規
定
の
罰
則
よ
り
罪

一
等
を
加
え
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
処
罰
に
当
っ
て
は
皇
太
后

一
族
と
い
え
ど
も
特
別
扱
い
し
な
い
と
い
う
右
の
二
事
例
の
文
言
か
ら
は
、

か
え
っ
て
、
皇
太
后
が
一
族
の
処
罰
に
介
入
し
、
罰
則
適
用
に
際
し
て
皇
太

后
に
一
定
の
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
史

記
竺
貌
其
武
安
侯
列
伝
に
、
王
太
后
の
弟
の
武
安
侯
田
跡
の
婚
礼
祝
賀
の

席
上
不
敬
を
は
た
ら
き
、
田
掛
に
捕
え
ら
れ
た
濯
夫
を
救
出
し
よ
う
と
し
た

賓
嬰
が
武
帝
に
見
え
て

具
言
濯
夫
酔
飽
事
、
不
足
訴
。

と
上
奏
す
る
と
、
武
帝
は

上
然
之
、
賜
貌
其
食
目
、
東
朝
廷
癖
之
。

と
言
い
、
皇
太
后
の
住
ま
う
東
宮
で
弁
明
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
し
て
そ
の
後

東
宮
で
の
弁
明
で
御
史
大
夫
ら
が
賓
嬰
の
言
い
分
を
支
持
す
る
と
、
王
太
后

は
武
帝
を
詰
っ
て

今
我

(
H
王
太
后
)
在
也
、
一
山
人
皆
籍
吾
弟
、
令
我
百
蔵
後
、
皆
魚
肉

之
会
。

と
述
べ
、
弟
の
田
品
川
を
か
ば
う
と
武
常
は

上
謝
目
、
倶
宗
室
外
家
、
故
廷
掛
川
之
。
不
然
、
此
一
獄
吏
所
決
耳
。

と
言
っ
て
弁
解
し
た
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
明
ら
か
と
な
っ

た
こ
と
は
、
宗
室
や
外
戚
に
対
す
る
処
罰
に
際
し
て
は
、
一
般
臣
下
が
獄
吏

の
手
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
異
な
り
、
朝
廷
で
弁
明
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る

二

O

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
朝
廷
が
皇
太
后
の
住
む
東
宮
の
朝
廷
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
外
戚
の
刑
罰
決
定
に
は
皇
太
后
の
意
向
が
強
く
は
た
ら
い

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
o

た
と
え
ば
、
漢
書
隣
人
程
方
進
伝
に
は

皇
太
后

(
H
王
氏
)
姉
子
侍
中
衛
尉
定
陵
侯
淳
子
長
有
罪
、
上

(
H
成

帝
)
以
太
后
故
、
免
官
勿
治
罪
。

と
あ
り
、

皇
太
后
の
縁
戚
と
い
う
理
由
の
み
で
罪
を
赦
免
さ
れ
て
い
る
例
が

あ
る
。以

上
の
こ
と
を
要
す
る
に
、
自
主太
后
一
族
の
処
罰
に
は
一
般
臣
下
と
は
別

の
罰
則
規
定
が
適
用
さ
れ
、
処
罰
軽
減
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
皇

太
后
一
族
は
処
罰
の
面
で
皇
帝
の
支
配
体
制
下
の
一
般
臣
下
か
ら
分
離
さ
れ

て
保
護
を
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
皇
太
后
が
一
族
の
戸
籍

を
管
理
し
て
自
己
の
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。ま

た
、
宗
室
へ
の
処
罰
に
も
白
川
太
后
の
関
与
が
み
ら
れ
る
。
史
記
悌
一
一
一
張

釈
之
列
伝
に

上
ハ

u
文
帝
)
奔
(
張
)
樟
之
局
公
車
令
。
頃
之
、
太
子
輿
梁
王
共
車

入
朝
、
不
下
司
馬
門
、
於
是
樺
之
迫
止
太
子
・
梁
王
無
得
入
殿
門
。
遂

劾
不
下
公
門
不
敬
、
奏
之
。
薄
太
后
閲
之
、
文
帝
免
冠
謝
目
、
教
見
子

不
謹
。
薄
太
后
乃
使
使
承
詔
赦
太
子
・
梁
王
、
然
后
得
入
。

と
あ
り
、
司
馬
門
で
下
車
せ
ず
朝
廷
に
入
り
、
不
敬
罪
で
劾
奏
さ
れ
た
皇
太

子
と
梁
王
は
皇
太
后
の
関
与
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
二
国
志

巻
九
説
書
曹
洪
伝
に
は

始
、
(
曹
)
洪
家
富
而
性
存
荷
、
文
帝
少
時
俵
求
不
稽
、
常
恨
之
、
途

以
舎
客
犯
法
、
下
獄
首
死
。
軍
医
並
救
英
能
得
。
下
太
后
謂
郭
后
日
、

Hosei University Repository



令
曹
洪
今
日
死
、
吾
明
日
敷
帝
展
后
会
。
於
日
疋
泣
沸
屡
請
、
乃
得
免
官

削
爵
土
。

と
あ
り
、
曹
洪
は
法
を
犯
し
た
舎
客
に
連
累
し
、
獄
に
下
さ
れ
て
死
罪
と
な

っ
た
が
皇
后
を
脅
迫
し
て
皇
帝
に
圧
力
を
加
え
た
皇
太
后
の
援
助
に
よ
っ
て

救
済
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
ま
た
、
一
二
国
志
鳩
一
陳
思
王
曹
植
伝
政

初
二
年
合
ゴ
二
)
の
条
に

監
園
謁
者
濯
均
希
指
、
奏
(
曹
〉
植
酔
酒
惇
慢
、
劫
脅
使
者
。
有
司
請

治
罪
、
(
文
)
帝
以
(
下
)
太
后
故
、
既
爵
安
郷
侯
。

と
あ
り
、
酒
に
酔
っ
て
使
者
を
劫
し
た
か
ど
で
罪
に
関
わ
れ
た
曹
植
は
、
白

太
后
が
母
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
さ
れ
、
そ
の
罪
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
い

う
。
た
だ
し
、
三
国
志
鳩
一
一
方
技
(
周
宣
)
伝
に
は

時
(
文
帝
)
欲
治
弟
(
曹
)
植
之
罪
、
信
於
(
下
)
太
后
、
但
加
尼
爵
。

と
あ
り
、
実
際
に
は
皇
帝
が
皇
太
后
の
圧
力
に
屈
し
て
曹
舶
の
罪
を
免
じ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
皇
太
后
は
皇
帝
一
家
お
よ
び
宗
室
の
成
員
の
処
罰
に
対
し

て
も
、
外
戚
の
場
合
と
同
様
に
介
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
皇
太
后

に
よ
る
宗
室
・
外
戚
へ
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
結
果
的
に
皇
帝
権
力
を
弱
め

る
は
た
ら
き
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
皇
帝
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
皇
太
后
の
皇
帝
に
対
す
る
優
位
が

窺
が
わ
れ
る
。

四
皇
太
后
一
扶
い
わ
ゆ
る
外
戚
が
皇
太
后
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
述

し
た
が
、
皇
帝
一
家
も
皇
太
后
の
一
族
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
こ

漢
貌
時
代
の
皇
太
后
(
岡
安
〉

で
こ
こ
で
は
、
皇
帝
一
家
内
に
お
け
る
皇
太
后
の
権
限
に
つ
い
て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
立
后
に
つ
い
て
漢
書
尚
一
四
外
戚
伝
に

王
夫
人
又
陰
使
人
趣
大
臣
立
栗
姫
慣
例
皇
后
。
大
行
奏
事
、
文
目
、
子
以

月
費
、
母
以
子
貴
。
今
太
子
母
競
宜
局
皇
后
。
(
景
)
帝
怒
目
、
是
乃
所

嘗
言
邪
。
遂
案
訣
大
行
。

と
あ
り
、
立
市
の
人
選
に
悩
ん
で
い
た
皇
帝
に
大
行
令
が
皇
太
子
の
母
を
皇

后
に
指
名
す
る
円
上
言
す
る
と
、
皇
帝
は
臣
下
の
与
り
知
る
所
で
は
な
い
と

し
て
大
行
令
を
謙
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
臣
下
は

阜
市
の
人
選
に
直
接
関
与
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
史
記
鳩
四
外
戚
世
家
に

日
町
長
女
馬
宣
平
侯
張
殻
妻
、
教
女
潟
孝
恵
皇
后
。

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
史
記
外
戚
世
家
に

及
孝
恵
帝
崩
・
・
・
・
・
・
而
以
日
蔽
女
潟
少
帝
后
。

と
あ
り
、
漢
書
巻
四
文
帝
紀
、
文
帝
ゴ
一
年
(
前
一
七
七
)
三
月
の
条
に

有
司
請
立
里
后
。
(
薄
)
皇
太
后
目
、
立
太
子
母
費
氏
潟
皇
后
。

と
あ
り
、
問
書
崎
町
外
戚
伝
に

上
(
日
成
帝
)
欲
立
趨
偉
仔
。
(
王
)
皇
太
后
嫌
其
所
出
微
甚
、
難
之
。

太
后
姉
子
淳
子
長
潟
侍
中
、
敷
往
来
博
語
。
得
太
后
指
、
上
立
封
越
傍

仔
父
臨
偶
成
陽
侯
。
後
月
齢
、
乃
立
使
仔
矯
皇
后
。

と
あ
り
、
漢
書
鳩
一
日
王
葬
伝
に

(
王
)
奔
既
偉
重
、
欲
以
女
配
帝
魚
皇
后
:
:
:
(
王
皇
太
后
)
乃
下
詔

日
、
王
氏
女
、
朕
之
外
家
、
其
勿
采
。
:
:
:
太
后
不
得
己
、
聴
公
卿
采

葬
女
。
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法
政
史
学

第
三
十
五
号

と
あ
り
、
後
漢
書
竺
皇
后
(
馬
氏
)
紀
に

永
平
三
年
春
、
有
司
奏
立
長
秋
宮
、
(
明
)
帝
未
有
所
言
。
(
陰
)
皇
太

后
日
、
馬
貴
人
徳
冠
後
宮
、
即
其
人
也
。
途
立
得
皇
后
。

と
あ
り
、
後
漢
書
巻
七
桓
帝
紀
本
初
元
年
〈
一
四
六
)
の
条
に

梁
太
后
徴
(
桓
)
帝
到
夏
門
亭
、
持
妻
以
(
大
将
軍
梁
翼
)
女
弟
。

と
あ
り
、
三
国
志
巻
四
一
親
書
少
帝
紀
所
引
の
説
書
に

(
少
)
帝
欲
立
王
貴
人
馬
皇
后
。
(
郭
)
太
后
更
欲
外
求
、
:
:
:
後
卒
待

張
皇
后
疏
薄
。

と
あ
り
、
右
の
諸
事
例
を
通
覧
す
れ
ば
、

立
后
の
決
定
権
は
皇
太
后
に
委
ね

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
前
掲
三
国
士
、選
九
説
書
曹
洪
伝
に

下
太
后
謂
郭
后
日
、
令
曹
洪
今
日
死
、
五
日
明
日
教
(
文
)
帝
慶
后
会
。

と
あ
り
、
下
太
后
は
郭
后
に
対
し
て
「
皇
帝
に
命
じ
て
皇
后
の
地
位
か
ら
廃

す
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
太
后
は
立
后
と
同
様
、
一
陀
日
に
関
す

る
権
限
も
掌
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、

漢
書
崎
九
元
后
伝
に

宣
帝
聞
太
子
恨
過
諸
梯
妾
、
欲
順
遁
其
意
、
乃
令
皇
后
揮
後
宮
家
人
子

可
以
虞
侍
太
子
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
子
の
梯
妾
を
選
択
す
る
に
あ
た
っ
て
皇
后
が
皇
帝
の
命

を
受
け
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
皇
太
后
の
立
・
廃
后
の
権
限
は
皇
帝
権
力

か
ら
独
立
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

き
て
、
皇
太
后
は
立
・
廃
后
に
関
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
実
は
皇
帝
に
対
し
て
も
同
様
の
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
す
な
わ
ち
、
史
記
巻
九
呂
太
后
本
紀
に

(
日
)
太
后
日
:
:
:
今
皇
帝
病
久
不
己
、
遁
失
惑
惜
乱
、
不
能
継
嗣
奉

宗
廟
祭
杷
、
不
可
属
天
下
、
其
代
之
。

と
あ
り
、
漢
書
崎
大
震
光
伝
に

(
塞
)
光
即
興
章
臣
倶
見
白

(
上
官
〉
太
后
、

具
陳
昌
邑
王
不
可
以
承

宗
廟
献
。
:
:
:
皇
太
后
詔
目
、
可
。

と
あ
り
、
三
国
志
巻
四
貌
書
少
帝
芳
紀
嘉
平
六
年
(
二
五
四
)
九
月
の
条
に

甲
戊
、
(
郭
)
太
后
令
目
、
皇
帝
芳
春
秋
己
長
、
不
親
首
問
機
、
:
:
:
不
可

以
承
天
緒
、
奉
宗
廟
。
:
:
:
遣
芳
野
藩
子
商
、
以
避
皇
位。

と
あ
り
、

漢
魂
時
代
に
は
以
上
三
人
の
皇
帝
が
皇
太
后
に
よ
っ
て
廃
立
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
宗
廟
を
奉
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
廃
立
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
皇
帝
が
皇
后
を
廃
す
る
と
き
も
や
は
り
「
宗
廟
を
奉
ず
る
こ

(
初
)

と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、

宗
廟
と
は
、
一
吉
う

ま
で
も
な
く
、
相
先
の
霊
を
祭
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
廃
立
、
立
・
廃
后
の

決
定
要
件
と
し
て
「
宗
廟
」
に
言
及
す
る
の
は
、
つ
ま
り
廃
立
、
立
・

廃
后

が
宗
室
内
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
廃
立
、
立
・
廃
后
の
問
題
は
、
皇
太
后
の
宗
室
管
理
の
一
環
と
し
て
処

〈幻
)

理
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
皇
太
后

の
権
限
は
、
皇
太
后
が
す
で
に
皇
后
立
后
時
に
〔
前
〕
皇
帝
と
共
に
天
命
を

受
け
、

宗
廟
を
奉
ず
る
資
格
を
得
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
皇
太
后
の
皇
帝
に
対
す
る
優
位
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
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結
び
に
か
え
て

こ
こ
で
上
述
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

一
皇
太
后
・
皇
后
一
族
い
わ
ゆ
る
外
戚
へ
の
封
侯
は
、
漢
初
の
呂
太
后
及

び
貫
太
后
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
、
皇
帝
の
賜
与
に
よ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
外
戚
の
封
侯
の
特
権
は
以
後
継
承
さ
れ
て
、

漢
貌

両
王
朝
と
も
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。

二
皇
太
后
一
族
は
、
一
族
の
戸
籍
を
管
理
す
る
皇
太
后
の
支
配
下
、
い
い

か
え
れ
ば
保
護
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
皇
太
后
一
族
の
処
罰
に

は
皇
太
后
が
介
入
し
、
皇
帝
に
圧
力
を
か
け
、
あ
る
い
は
皇
太
后
独
自
に

罪
を
減
免
す
る
な
ど
、
一
般
臣
下
に
は
み
ら
れ
な
い
特
別
府
置
が
と
ら
れ

て
い
た
。
ま
た
、
皇
太
后
は
宗
室
の
処
罰
に
つ
い
て
も
皇
太
后
一
族
と
同

様
の
保
護
を
加
え
て
い
た
。

三
皇
后
立
后
時
す
で
に
天
命
を
受
け
、
宗
廟
を
奉
ず
る
資
格
を
得
た
皇
太

后
は
、
子
で
あ
る
皇
帝
へ
の
皇
后
立
后
お
よ
び
廃
后
、
さ
ら
に
皇
帝
廃
立

の
権
限
ま
で
有
し
て
い
た
。

右
の
結
論
を
み
れ
ば
、

皇
太
后
の
権
限
は
外
戚
・
宗
室
に
関
す
る
支
配
・

管
理
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る

権
限
行
使
は
結
果
的
に
阜
帝
権
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
り
、

皇
帝
側
勢
力
に

と
っ
て
は
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

皇
太

后

一
族
の
封
侯
に
対
す
る
王
陵
・
周
亜
夫
の
反
論
は
す
で
に
み
た
が
、
史
記

竺
u

貌
其
武
安
侯
列
伝
に

及
建
元
二
年
、
御
史
大
夫
趨
棺
請
無
奏
事
東
官
。

と
あ
り
、
後
漢
書
惜
五
杜
根
伝
に

時
和
烹
郵
后
臨
朝
、
擢
在
外
戚
。
(
杜
)
根
以
安
帝
年
長
、
宜
親
政
事
、

漢
貌
時
代
の
皇
太
后
(
岡
安
〉

乃
興
同
時
郎
上
書
直
諌
。

と
あ
り
、
三
国
芯
巻
二
説
書
文
帝
紀
貰
初
三
年
(
二
二
二
〉
九
月
の
条
に

甲
午
、
詔
日
、
夫
婦
人
輿
政
、
乱
之
本
也
。
自
今
以
後
、
筆
臣
不
得
奏

事
太
后
、
后
族
之
家
不
得
嘗
輔
政
之
任
、
又
不
得
横
受
茅
土
之
爵
、
以

此
詔
博
後
世
、
若
有
背
逸
、

天
下
共
謙
之
。

と
あ
り
、

皇
帝
を
は
じ
め
目
下
は
皇
太
后
を
政
事
の
場
か
ら
排
除
し
よ
う
と

し
た
が
、
こ
れ
ら
は
皇
太
后
の
権
限
行
使
の
前
に
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
っ
て

(
詑
〉

い
る
。で

は
、

皇
太
后
の
権
威
の
本
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
由
主

(お〉

太
后
の
名
称
が
単
に
皇
帝
の
母
と
い
う
だ
け
の
意
味
し
か
持
た
な
い
と
す
れ

ば、

皇
太
后
の
公
的
場
面
で
の
権
限
行
使
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
こ

の
問
題
の
結
論
は
す
で
に
第
一

章
に
お
い
て
論
述
し
た
こ
と
に
帰
着
す
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
皇
太
后
の
権
威
は
、
皇
帝
が
祭
杷
に
お
い
て
天
地
に
対
し
て

「何
某
」
と
称
し
た
よ
う
に
、
現
実
世
界
に
お
い
て
「
臣
」
と
称
す
る
対
象

(
M〉

と
し
て
皐
帝
の
上
位
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
皇
太
后
が
皇
帝
の
上
位
に
位
置
す
る
問
題
は
漢
競
以
後
も

克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
形
式
上
整
理
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
時
代
は
少
し
離
れ
る
が
、
周
書
巻
九
皇
后

(阿

山
人
那
氏
〉
列
伝
大
象
二
年
(
五
八

O
)
二
月
の
条
に。。

又
偉
得
天
上
皇
太
后
。
朋
目
、
天
元
皇
帝
臣
賞
、
奉
璽
綬
畑
、
謹
上
天

元
皇
太
后
骨
旋
回
天
元
上
皇
太
后
。

と
あ
り
、
向
皇
后
(
李
氏
)
列
伝
大
象
二
年
二
月
の
条
に

。。

偉
潟
天
元
聖
皇
太
后
。
明
日
、
天
元
皇
帝
巨
費
、
奉
璽
綬
畑
、
謹
上
天
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皇
太
后
隼
披
日
天
元
聖
皇
太
后
。

と
あ
り
、
管
見
に
よ
る
限
り
初
め
て
皇
太
后
に
対
す
る
「
.位
某
」
形
式
が
史

料
に
現
わ
れ
、
さ
ら
に
旧
唐
書
一
号
后
妃
(
沈
氏
)
列
伝
下
建
中
元
年
(
七

八

O
)
十
一
月
の
条
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

 

準
特
聖
母
沈
氏
局
皇
太
后
、
:
:
:
珊
日
、
嗣
皇
帝
臣
名
言
、
:
:
:
臣
名

謹
上
曾
抗
日
皇
太
后
。

と
あ
り
、
同
后
妃
(
郭
氏
)
列
伝
元
和
十
五
年
(
八
二

O
)
正
月
の
条
に

0

0

0

0

0

0

0

0

 

明
矯
阜
太
后
、
陳
儀
宣
政
殿
庭
、
冊
目
、
嗣
皇
帝
臣
名
再
拝
言
、・

謹
上
等
旋
回
皇
太
后
。

と
あ
り
、
同
后
妃
(
粛
氏
〉
列
伝
下
に。。。。。。

文
宗
践
昨
之
日
、
奉
加
目
、
嗣
皇
帝
臣
名
言
、
:
:
:
池
上
穆
宗
容
文
ぃ
忠

孝
皇
帝
妃
偉
競
日
皇
太
后
。

と
あ
り
、
庶
代
に
は
皇
太
后
に
対
す
る
「
臣
某
」
形
式
が
整
理
さ
れ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
本
稿
で
は
漢
貌
時
代
の
皇
太
后
に
対
す
る
考
察
を
主
眼
と
し
て

い
る
た
め
、
出
貌
以
降
の
皇
太
后
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
川
課
題
と
し
て
お

き
た
い
。

註(
1〉

栗
原
朋
信
『
秦
漢
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
O
年
)、

同
『
上
代
日
本
対
外
関
係
の
研
究
』
第
一
章
、
第
二
節
「
漢
帝
閃

の
構
造
」
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
)
、
西
嶋
定
生
「
皇
帝
支

配
の
成
立
」
〈
『
岩
波
講
座
・
世
界
歴
史
』
4
、

一
九
七

O
年
)
、

好
並
隆
司
『
秦
漢
帝
国
史
研
究
』
〈
未
来
社
、
一
九
七
八
年
)
、

尾

形
勇
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
七
九

二
四

ハ

2
〉

年
〉
な
ど
参
照
。
特
に
前
掲
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』
序

章
に
は
最
近
ま
で
の
中
国
国
家
観
に
関
す
る
学
説
史
が
詳
細
に
記

さ
れ
て
お
り
、
必
読
す
べ
き
書
で
あ
る
。

前
掲
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』
第
二
章
「
自
称
形
式
よ
り

見
た
る
君
臣
関
係
」
参
照
。

「
中
閏
古
代
史
料
に
現
わ
れ
た
席
次
と
皇
帝
西
面
に
つ
い
て
」
〈
未

発
表
、
近
く
づ
史
学
雑
誌
』
に
掲
載
の
予
定
。
〉

註
(
2
〉
参
照
。

こ
の
ほ
か
に
漢
書
惜
以
外
戚
停
に
「
(
宣
帝
)
使
有
司
賜
〈
霊
)
皇

后
策
目
、
皇
后
焚
惑
失
道
、
懐
不
徳
:
:
:
無
人
母
之
恩
、
不
宜
奉

宗
廟
衣
服
、
不
可
以
承
天
命
」
と
あ
り
、
後
漢
書
明
ド
皇
后
紀
に

「
限
得
策
日
、
(
伏
)
皇
后
害時
、
得
由
卑
賎
、
登
願
隼
極
、
自
慮
融

房
、
二
紀
子
葱
。
:
:
:
弗
可
以
承
天
命
、
奉
租
宗
」
と
あ
る
。

川
じ
く
後
漢
書
竺
皇
后
紀
に
「
見
(
費
〉
后
者
皆
言
嘗
大
牢
貴
、

非
匝
妾
容
貌
」
と
あ
る
。

前
掲
『
中
国
古
代

の
「
家
」
と
国
家
』
第
二
章
第
一

節
「
『
臣
某
』

形
式
と
君
臣
秩
序
」
参
照
。

山
に
記
巻
六
秦
始
皇
本
紀
の
天
下
統
一
の
年
で
あ
る

二
六
年
の
条
に

「
恒
等
昧
死
上
偉
競
、
王
矯
泰
皇
、
命
得
制
、
令
偽
記
、
天
子
自

縛
日
朕」

あ
る
。

阜
大
后
の
上
位
に
太
皇
太
后
の
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
皇
太
后
を
も
っ
て
代
表
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
臨
朝
称
制
」

時
に

お
け
る
皇
太
后
へ

の
呼
称
に
つ
い
て
は
晋
書

治
一二后
妃
列
伝
下
に
「
天
子
幼
沖
:
:
:
不
得
巳
而
臨
朝
揖
高
機
、

に
:
:
公
卿
奏
事
稽
皇
太
后
陛
下」

と
あ
り
、
実
際
、
漢
書
守
ハ
霊

光
伝
に
「
丞
相
臣
(
楊
〉
敵
、
大
司
馬
大
将
軍
臣
(
宮
)
光
:
:
:

太
中
大
夫
臣
徳
、
臣
(
越
〉
印
昧
死
言
皇
太
后
陛
下
」
と
あ
り
、

(
4

)
 

〈

5
)

r 

G 
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ハ

7
〉

h

、
8
J

〆
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(

日

)

後
漢
書
時
八
列
女
伝
に
も
「
(
曹
〉
昭
因
上
(
皇
太
后
》
疏
目
、
伏

惟
皇
太
后
陛
下
:
:
:
妾
昭
得
以
愚
朽
、
身
嘗
盛
明
:
:
:
」
と
い
う

事
例
が
み
え
る
。

上
帝
に
対
す
る
皇
帝
の
「
臣
某
」
に
つ
い
て
は
前
掲
『
中
国
古
代

の
「
家
」
と
国
家
』
第
二
章
、
第
一
節
、
第
二
項
「
皇
帝
自
身
に

お
け
る
『
臣
某
』
形
式
」
、
金
子
修
一
「
中
凶

l
郊
配
と
宗
廟
と

明
堂
及
び
封
禅
」
第
一
章
、
第
二
節
附
「
『
天
子
称
臣
』
の
山
現
」

(
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座

9

東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
儀
礼
と
国
家
』
学
生
社
、
一
九
八
二
年
〉
参
照
。

秦
と
漢
の
皇
帝
観
お
よ
び
皇
帝
権
の
相
違
に
つ
い
て
は
前
掲
「
皇

帝
支
配
の
成
立
」
及
び
前
掲
『
上
代
日
本
対
外
関
係
の
研
究
』
附

録
「
秦
と
漢
初
の
『
皇
帝
』
号
に
つ
い
て
」
参
照
。

長
沙
国
も
文
帝
の
後
元
七
年
(
前
一
五
七
〉
に
そ
の
闘
を
除
か
れ

た。皇
帝
支
配
の
下
で
皇
太
后
に
よ
る
「
臨
朝
称
制
」
を
行
な
っ
た
も

の
は
こ
の
白
太
后
が
最
初
で
あ
る
。
「
臨
朝
称
制
」
に
つ
い
て
一
戸

及
し
た
も
の
に
、
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
『
太
后
臨
朝
』
」
(
『
歴

史
評
論
』
三
五
九
、
八
六
l
九
八
頁
〉
が
あ
る
。
な
お
、
前
掲

「
漢
代
の
『
太
后
臨
朝
』
」
に
は
皇
帝
と
皇
太
后
の
関
係
を
席
次
而

か
ら
考
察
し
た
部
分
が
あ
る
が
(
八
八
|
八
九
、
九
四
頁
)
、
私

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
七
六
年
早
稲
川
大
学
大
学
院
学
内
発

表
で
「
『
史
記
』
に
現
わ
れ
た
席
次
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
去

し
、
次
い
で
一
九
七
七
年
度
法
政
大
学
史
学
大
会
に
お
い
て
「
中

国
古
代
史
料
に
現
わ
れ
た
席
次
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
し
、

さ
ら
に
一
九
八
一
年
度
法
政
大
学
史
学
大
会
に
お
い
て
「
中
間
山

代
の
席
次
|
|
|
特
に
皇
帝
西
面
に
つ
い
て
|
|
」
と
題
し
て
発
去

し
、
そ
の
中
で
同
様
の
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

詳
細
は
註
(

3

)

参
照
。

後
漢
章
一
日
巻
二
明
帝
紀
に
は
「
(
明
〉
帝
遵
奉
建
武
制
度
、
無
敢
達
者
、

〈
ロ
)

ハ
日
)

〈

H
)

(
日
)漢

貌
時
代
の
皇
太
后
(
岡
安
)

後
背
之
家
不
得
封
侯
興
政
、
館
陶
公
主
筋
子
求
郎
、
不
許
、
而
賜

銭
千
高
」
と
あ
る
が
、
光
武
帝
自
身
外
戚
へ
の
封
侯
を
行
な
っ
て

お
り
、
明
帝
の
外
戚
へ
の
こ
う
し
た
対
策
は
後
漢
一
代
の
中
で
は

む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
。

馬
太
后
の
兄
馬
琴
一
・
馬
防
・
馬
光
の
三
人
へ
の
封
侯
は
、
こ
こ
で

は
馬
太
后
に
反
対
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
(
建
初
四
年
〉
三

人
は
と
も
に
封
侯
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
封
悶
に
つ
い
て
は
日
太
后
期
に
日
王
・
梁
王
・
越
王
・

紘
一
王
に
日
氏
を
封
じ
た
の
み
で
、
そ
の
後
三
国
税
に
至
る
ま
で
外

戚
が
封
同
さ
れ
た
事
例
は
な
く
、
本
論
中
(
一
八
頁
)
に
引
く
史

記
周
勃
世
家
に
「
高
帝
約
非
劉
氏
不
得
玉
、
非
有
功
不
得
侯
。
不

如
約
、
天
下
共
撃
之
」
と
あ
る
高
祖
の
約
の
封
国
の
部
分
は
呂
太

后
の
死
後
元
に
復
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

後
漢
書
活
レ
皇
后
紀
の
李
賢
注
に
は
「
漢
制
、
外
戚
以
恩
津
封
侯
」

と
あ
る
が
、
本
論
の
考
察
か
ら
は
首
肯
で
き
な
い
。

山
に
記
集
解
所
引
の
如
淳
注
に
は
「
宮
衛
令
、
諸
出
入
殿
門
公
車
司

馬
門
、
莱
輯
停
者
皆
下
、
不
如
令
、
罰
金
四
雨
」
と
あ
る
。

註
(
5
〉
及
び
谷
口
や
す
よ
「
漢
代
の
皇
后
権
」
(
『
史
学
雑
誌
』
八

じ
l

一
一
)
同
六
頁
参
照
。

前
掲
「
漢
代
の
一
皇
后
権
」
で
は
皇
帝
廃
立
は
皇
后
権
に
属
す
る
と

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
杉
本
憲
司
氏
は
「
帝
位
継
承
に
か
か
わ
る

時
は
す
で
に
皇
后
は
皇
帝
と
死
別
し
て
い
る
か
ら
皇
后
で
は
な
く

な
っ
た
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
后
権
と
い
う
云
い
方
に
は
ひ
っ

か
か
る
」
(
『
史
学
雑
誌
』
八
八
1

五
、
一
九
四
頁
)
と
皇
后
権
に

関
す
る
根
本
的
な
疑
問
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
漢
代

の
皇
后
権
」
第
五
章
「
昭
帝
崩
時
の
上
官
皇
后
の
動
向
」
を
例
に

と
る
と
、
「
上
官
皇
后
」
と
「
上
官
皇
太
后
」
と
が
区
別
な
く
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
回
目
邑
王
劉
賀
が
い
っ
た
ん
皇
太
子
と
な
り
、

次
に
白
計
一
帝
と
な
る
と
、
上
官
氏
も
皇
后
か
ら
皇
太
后
に
な
る
の
で

ハ
同
)

(
げ
〉

(

川

町

)
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(
幻
〉

あ
る
。
つ
ま
り
、
昌
巴
王
劉
賀
が
皇
帝
位
か
ら
廃
さ
れ
る
と
き
は

上
官
氏
は
皇
太
后
で
あ
り
、
「
上
官
皇
后
の
却
に
よ

る
皇
帝
の
廃

立
が
形
式
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
布
効
な
形
式
で
あ
っ

た
」
(
前
掲
「
漢
代
の
皇
后
権
」
『
史
学
雑
誌
』
八

七

|
一
一
、
四

…
頁
)
と
あ
る
と
こ
ろ
は
「
上
官
皇
太
后
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
要
す
る
に
本
論
で
述
べ
た
如
く
、
皇
帝
廃
立
は
皇
太
后
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
皇
后
が
な
す
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
こ

と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

越
綿
の
上
奏
に
対
し
て
は
漢
書
巻
六
武
帝
紀
建
元
二
年
(
前
二
ニ

九
〉
十
月
の
条
に
「
御
史
大
夫
越
結
坐
請
間
奏
事
太
皇
太
后
、
及

郎
中
令
王
頗
皆
下
獄
、
自
殺
」
と
あ
り
、
杜
恨
の
直
諌
に
対
し
て

は
後
漢
書
暗
五
杜
根
伝
に
は
「
(
部
皇
〉
太
后
大
怒
、
牧
執
(
社
〉
根

等
、
令
盛
以
謙
義
、
於
般
上
撲
殺
之
」
と
あ
る
。
ま
た
、
三
国
・

貌
の
文
帝
の
詔
に
対
し
て
は
、
こ
の
詔
発
布
後
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
三
国
志
巻
九
親
書
曹
洪
伝
に
「
木
太
后
調
郭
后
目
、
令
曹
洪
今

日
死
、
吾
明
日
教
(
文
〉
帝
藤
后
失
」
と
あ
り
、
文
帝
の
詔
も
皇

太
后
に
は
あ
ま
り
有
効
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

漢
書
一
尚
一
以
外
戚
伝
に
は
「
模
興
、
因
秦
之
稿
腕
、
・
情
母
栴
皇
太
后
、

租
母
栴
太
皇
太
后
、
適
栴
皇
后
、

妾
皆
稿
夫
人
」
と
あ
り
、
言
う

ま
で
も
な
く
皇
帝
の
母
(
実
母
で
な
い
場
合
も
あ
る
)
を
皇
太
后

と
し
て
い
る
が
、
続
漢
書
輿
服
志
下
に
「
太
皇
太
后
・
皇
太
后
、

れ
だ
駒
山

r
p
p酌
(
一
剛
、
皇
后
亦
如
之
」
と
あ
り
、
班
H

苦
吟
一
礼
志
中

に
「
模
儀
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
崩
、
長
繁
太
僕
・
小
府
大
長
秋

0

0

0

0

0

0

0

0

 

典
喪
事
、

三
公
奉
制
度
、
他
皆
如
躍
。
競
・
背
亦
川
天
子
之
儀
」

と
あ
り
、
地
位
の
象
徴
で
あ
る
輿
服
の
一
つ
「
絞
」
や
喪
礼
に
お

い
て
、
皇
太
后
は
少
な
く
と
も
皇
帝
と
同
等
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

本
稿
第
四
章
の
文
末
及
び
結
論
で
は
皇
帝
廃
立
に
関
す
る
皇
太
后

(

ね

〉

(
M〉

一一六

の
権
限
を
、
皇
帝
よ
り
以
前
に
皇
太
后
が
宗
廟
を
奉
じ
て
い
た
こ

と
に
求
め
た
が
、
宗
廟
に
関
わ
る
皇
太
后
の
立
場
自
体
が
皇
太
后

と
皇
帝
の
聞
に
上
下
関
係
を
形
成
す
る
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
紙
数
も
尽
き
た
の
で
、
こ
の
点

に
関
す
る
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
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